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■
助
成
の
内
容                       

　

東
日
本
大
震
災
で
一
部
損
壊
の
被

害
を
受
け
た
住
宅
に
つ
い
て
、
業
者

に
依
頼
し
修
繕
し
た
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

■
助
成
対
象
者

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

（1）
小
野
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

こ
と
。

（2）
住
宅
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と（
共

有
の
場
合
は
代
表
し
て
所
有
す
る

方
、
所
有
者
に
代
わ
っ
て
修
繕
工

事
を
行
う
当
該
所
有
者
の
二
親
等

以
内
の
親
族
を
含
む
）。

（3）
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

■
助
成
対
象
住
宅

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
住
宅

（1）
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
住
宅

で
あ
る
こ
と
。

（2）
町
発
行
の「
り
災
証
明
書
」で
一
部

損
壊
の
判
定
を
受
け
た
住
宅
で
あ

る
こ
と
。

（3）
被
災
日（
平
成
23
年
３
月
11
日
）に

自
己
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る

こ
と（
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る

店
舗
な
ど
併
用
住
宅
を
含
む
。
た

だ
し
ア
パ
ー
ト
な
ど
賃
貸
住
宅
、

事
業
所
な
ど
は
除
く
）。

■
助
成
金
額

・
助
成
金
の
額
は
、
修
繕
工
事
に

係
る
費
用
の
３
分
の
１

・
助
成
限
度
額
は
20
万
円

・
千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合

は
端
数
を
切
り
捨
て
た
額

■
申
請
期
間

　

11
月
15
日（
火
）か
ら
平
成
24
年

２
月
29
日（
水
）ま
で

■
必
要
な
書
類
な
ど

（1）
対
象
者
ご
本
人
の
預
金
通
帳
の
コ

ピ
ー

（2）
▽
既
に
修
繕
工
事
済
み
の
方

・
修
繕
工
事
に
要
し
た
請
求
明
細

書
と
領
収
書（
施
工
内
容
が
確

認
で
き
、
宛
名
の
記
入
、
施
工

業
者
の
印
が
あ
る
も
の
）

・
修
繕
個
所
の
写
真

　

▽
こ
れ
か
ら
修
繕
工
事
を
実
施
す
る
方

・
修
繕
工
事
に
要
す
る
見
積
書

（3）
町
発
行
の「
り
災
証
明
書
」

※
り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
方
は
、
り
災
証
明
書
の
交
付

申
請
が
必
要
で
す
。
り
災
証
明
書

の
交
付
申
請
に
は
、
被
災
写
真
が

必
要
で
す
。

（4）
申
請
書（
申
請
窓
口
に
準
備
し
て

い
ま
す
）

（5）
印
鑑

■
申
請
受
付
場
所（
当
分
の
間
）

　

役
場
第
二
会
議
室

■
対
象
工
事
な
ど

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
修
繕

工
事

（1）
修
繕
工
事
に
係
る
費
用（
消
費
税

を
含
む
）が
３
万
円
以
上
で
あ
る

こ
と
。

（2）
修
繕
工
事
が
、
被
災
者
生
活
再
建

支
援
法
な
ら
び
に
災
害
救
助
法
の

支
援
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（3）
対
象
工
事
に
係
る
助
成
金
の
交
付

の
申
請
を
平
成
24
年
２
月
29
日
ま

で
に
行
い
、
完
了
報
告
を
平
成
24

年
３
月
15
日
ま
で
に
提
出
で
き
る

こ
と
。

■
助
成
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

（1）
門
、
塀
そ
の
他
の
外
構
工
事

（2）
物
置
、
蔵
な
ど
居
住
の
用
に
供
さ

な
い
建
物

（3）
家
具
、
家
電
製
品
の
修
理
お
よ
び

購
入

（4）
業
者
に
頼
ま
ず
、
自
ら
施
工
し
た

場
合
の
修
繕

問
地
域
整
備
課

☎
７
２

－

６
９
３
６

一部損壊住宅の
修繕工事費を助成します

注
意
事
項

　

申
請
時
、
個
人
情
報
の
取
得

に
同
意
い
た
だ
き
、
該
当
す
る

住
民
票
、
戸
籍
、
納
税
状
況
な

ど
町
の
保
有
す
る
公
簿
に
よ
り

助
成
金
申
請
対
象
者
で
あ
る
こ

と
の
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　一部損壊の住宅について、修繕工事費の一部
を助成します。これは、一部損壊住宅について
は被災者生活再建支援法や災害救助法による公
的支援が受けられないため、町として一部損壊
住宅を対象とした助成事業を行うものです。


